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第 2 号議案

令和 2 年度仙台市一般会計補正予算（第 11 号）

令和 2年度仙台市の一般会計補正予算（第 11 号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1条　歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ3,661,283千円を減額し，歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ693,105,319千円とする。

2　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の	

金額は，「第 1表　歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費の補正）

第 2条　繰越明許費の補正は，「第 2表　繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第 3条　債務負担行為の補正は，「第 3表　債務負担行為補正」による。

（市債の補正）

第 4条　市債の補正は，「第 4表　市債補正」による。
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第 2表

繰　　越　　明　　許　　費　　補　　正

款 項 事　業　名
金　　額

補正前の額 補 正 額 計

2 総 務 費 1 総 務 管 理 費 公文書館施設整備 千円
　

千円
138,872

千円
138,872

2 総 務 費 2 企 画 費 震災復興メモリアル 7,400 7,400

2 総 務 費 2 企 画 費 防災対応型再生可能エネルギー
導入 2,444 2,444

3 市 民 費 1 市 民 費 仙台市市民文化事業団助成 205,000 205,000

3 市 民 費 1 市 民 費 青年文化センター維持修繕 349,157 349,157

3 市 民 費 1 市 民 費 太白区文化センター施設整備 195,564 195,564

3 市 民 費 1 市 民 費 地域施設整備 10,800 10,800

3 市 民 費 1 市 民 費 スポーツ施設整備 35,772 35,772

4 健康福祉費 3 高齢保健福祉費 特別養護老人ホーム建設費助成 834,660 834,660

4 健康福祉費 3 高齢保健福祉費 認知症高齢者グループホーム等
防災改修等支援事業費助成 13,590 13,590

4 健康福祉費 3 高齢保健福祉費 高齢者福祉施設非常用自家発電
設備整備費助成 67,500 67,500

4 健康福祉費 3 高齢保健福祉費 高齢者福祉施設ブロック塀改修
費助成 13,875 13,875

4 健康福祉費 3 高齢保健福祉費 認知症高齢者グループホーム等
多床室個室化事業費助成 97,800 97,800

4 健康福祉費 4 児童保健福祉費 私立保育所施設整備費助成 45,000 45,000

4 健康福祉費 4 児童保健福祉費 放課後子ども総合プラン推進 29,434 29,434

4 健康福祉費 4 児童保健福祉費 児童相談所運営管理 38,235 38,235

4 健康福祉費 4 児童保健福祉費 新生児臨時特別給付金 85,030 85,030

4 健康福祉費 4 児童保健福祉費 市立保育所大規模修繕 66,988 66,988

4 健康福祉費 4 児童保健福祉費 児童厚生施設大規模修繕 61,691 61,691

4 健康福祉費 4 児童保健福祉費 児童館建設 32,055 32,055

4 健康福祉費 6 災 害 救 助 費 災害住宅応急修理 300 300

4 健康福祉費 7 保 健 衛 生 費 災害時医療対策 327,081 327,081
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款 項 事　業　名
金　　額

補正前の額 補 正 額 計

4 健康福祉費 7 保 健 衛 生 費 保健センター管理 3,867 3,867

4 健康福祉費 7 保 健 衛 生 費 新型コロナウイルスワクチン
接種 5,751,954 5,751,954

4 健康福祉費 7 保 健 衛 生 費 衛生研究所施設整備 25,158 25,158

5 環 境 費 1 環 境 費 環境施設整備 11,000 11,000

6 経 済 費 1 商 工 費 地域産業金融支援 350,000 350,000

6 経 済 費 1 商 工 費 次世代放射光施設関連産業振興 9,000 9,000

6 経 済 費 1 商 工 費 地域消費喚起割増商品券発行 244,832 244,832

6 経 済 費 1 商 工 費 地域産業応援金 236,329 236,329

6 経 済 費 1 商 工 費 時短要請等関連事業者支援金 1,048,000 1,048,000

6 経 済 費 1 商 工 費 観光客誘致宣伝 320,000 320,000

6 経 済 費 1 商 工 費 インバウンド推進 27,428 27,428

6 経 済 費 1 商 工 費 仙台国際センター施設整備 112,350 112,350

6 経 済 費 1 商 工 費 東北連携推進 39,082 39,082

6 経 済 費 2 農 林 費 農食ビジネス推進 65,000 65,000

6 経 済 費 2 農 林 費 森林管理 9,800 9,800

6 経 済 費 2 農 林 費 林業振興 47,455 47,455

6 経 済 費 2 農 林 費 林業基盤整備 28,000 28,000

6 経 済 費 2 農 林 費 農業用施設整備 355,352 355,352

7 土 木 費 1 土 木 管 理 費 被災宅地復旧 101,180 101,180

7 土 木 費 1 土 木 管 理 費 被災宅地防災集団移転跡地整備 60,252 60,252

7 土 木 費 2 都 市 計 画 費 公共交通活性化推進 10,000 10,000

7 土 木 費 2 都 市 計 画 費 地域交通運行確保・運行支援 11,367 11,367
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款 項 事　業　名
金　　額

補正前の額 補 正 額 計

7 土 木 費 2 都 市 計 画 費 公共交通運行継続奨励金 449,025 449,025

7 土 木 費 2 都 市 計 画 費 津波被災地域住宅再建支援 12,960 12,960

7 土 木 費 2 都 市 計 画 費 東部地域移転跡地利活用推進 1,306,628 1,306,628

7 土 木 費 3 住 宅 費 市営住宅管理 649,367 649,367

7 土 木 費 3 住 宅 費 市営住宅ストック総合改善 773,038 773,038

7 土 木 費 3 住 宅 費 鶴ケ谷第二市営住宅団地再整備
推進 25,740 25,740

7 土 木 費 4 道路橋りょう費 道路維持 1,331,219 1,331,219

7 土 木 費 4 道路橋りょう費 道路新設改良 15,000 3,305,391 3,320,391

7 土 木 費 4 道路橋りょう費 自転車等駐車場維持修繕 23,674 23,674

7 土 木 費 4 道路橋りょう費 橋りょう維持 1,594,639 1,594,639

7 土 木 費 4 道路橋りょう費 橋りょう整備 652,413 652,413

7 土 木 費 4 道路橋りょう費 市街灯補修 12,400 12,400

7 土 木 費 4 道路橋りょう費 都市計画街路整備 2,697,950 2,697,950

7 土 木 費 5 緑 政 費 百年の杜づくり推進 4,914 4,914

7 土 木 費 5 緑 政 費 公園管理 8,295 8,295

7 土 木 費 5 緑 政 費 公園整備 1,941,891 1,941,891

7 土 木 費 5 緑 政 費 動物園施設整備 25,300 25,300

7 土 木 費 6 河 川 費 河川改修 159,831 159,831

7 土 木 費 6 河 川 費 河川維持管理 25,000 25,000

8 消 防 費 1 消 防 費 消防ヘリコプター維持管理 2,712 2,712

8 消 防 費 1 消 防 費 消防団施設等整備 51,038 51,038

8 消 防 費 1 消 防 費 消防ヘリコプター整備 205,977 205,977
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款 項 事　業　名
金　　額

補正前の額 補 正 額 計

8 消 防 費 1 消 防 費 ドローンを活用した災害対策
強化 79,700 79,700

9 教 育 費 2 小 学 校 費 学校用備品等整備 82,511 82,511

9 教 育 費 4 高 等 学 校 費 教材教具整備 51,873 51,873

9 教 育 費 5 特別支援学校費 学習保障等支援 30,580 30,580

9 教 育 費 6 学 校 建 設 費 学校建設 2,182,009 2,182,009

9 教 育 費 6 学 校 建 設 費 学校大規模改造 1,688,868 1,688,868

9 教 育 費 7 社 会 教 育 費 せんだいメディアテーク維持
修繕 13,764 13,764

9 教 育 費 7 社 会 教 育 費 科学館維持補修 84,348 84,348

9 教 育 費 7 社 会 教 育 費 科学館展示リニューアル実施
設計 52,907 52,907

9 教 育 費 8 市民センター費 市民センター施設整備 36,000 36,000

9 教 育 費 8 市民センター費 市民センター大規模修繕 53,370 53,370

9 教 育 費 8 市民センター費 旭ヶ丘駅前公共施設整備基本
計画策定 5,940 5,940

9 教 育 費 8 市民センター費 市民センター建設 60,275 60,275

12 諸 支 出 金 1 公 営 企 業 費 高速鉄道事業南北線建設改良費
出資 22,000 22,000

12 諸 支 出 金 1 公 営 企 業 費 水道事業災害復旧出資 34,166 34,166
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第 3表

債　務　負　担　行　為　補　正

事　　　　項 期　　　間
限　　　　　度　　　　　額

補正前の額 補正額 計

総 務 事 務 セ ン タ ー 事 業 令和 3年度から
令和 8年度まで

千円
367,000

千円
△� 367,000

千円

中 小 企 業 育 成 融 資 損 失 補 償 令和 2年度から
令和19年度まで 581,000 883,000 1,464,000
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第 4表

市　　　債　　　補　　　正

起債の目的
限　　　　　度　　　　　額

起債の方法 利　　　率 償 還 の 方 法
補正前の額 補　正　額 計

市庁舎等整備費

千円

176,500

千円

△� 88,300

千円

88,200

普通貸借又は	
証券発行（他	
の地方公共団	
体との共同発	
行を含む。）に	
よる。証券発	
行の場合の発	
行価格は，額	
面100円 に つ	
き98円以上と	
する。

％
9.0以内

（ただし，利率見直	
し方式で借り入れる	
公的資金について，	
利率の見直しを行っ	
た後においては，当	
該見直し後の利率）

起債年度から据置期	
間を含め30年以内	
に元利均等その他の	
方法により償還す	
る。ただし，融通条	
件又は財政の都合に	
より，償還年限を短	
縮し，又は借り換え	
ることができる。

防災対応型再生可能
エネルギー導入費 24,300 13,000 37,300 同　　　上 同　　　上 同　　　上

区庁舎改修費 446,200 △� 39,800 406,400 同　　　上 同　　　上 同　　　上

地域施設建設費 894,300 △� 42,400 851,900 同　　　上 同　　　上 同　　　上

スポーツ施設
整 備 費 935,000 △� 26,400 908,600 同　　　上 同　　　上 同　　　上

児童福祉施設
建 設 費 405,500 △� 34,400 371,100 同　　　上 同　　　上 同　　　上

環境施設整備費 1,706,000 △� 113,900 1,592,100 同　　　上 同　　　上 同　　　上

商工業振興施設
整 備 費 130,400 △� 23,700 106,700 同　　　上 同　　　上 同　　　上

観光施設整備費 175,800 △� 16,400 159,400 同　　　上 同　　　上 同　　　上

農 業 用 施 設
整 備 費 316,700 △� 38,500 278,200 同　　　上 同　　　上 同　　　上

トイレ洋式化
推 進 事 業 費 11,400 △� 2,300 9,100 同　　　上 同　　　上 同　　　上

公共交通施設等
整 備 費 70,800 △� 16,200 54,600 同　　　上 同　　　上 同　　　上

道 路 整 備 費 7,701,700 1,594,500 9,296,200 同　　　上 同　　　上 同　　　上

自転車等駐車場
建 設 費 396,200 △� 165,400 230,800 同　　　上 同　　　上 同　　　上

市街灯整備費 248,700 △� 5,900 242,800 同　　　上 同　　　上 同　　　上

都市計画街路
事 業 費 2,008,300 188,200 2,196,500 同　　　上 同　　　上 同　　　上

公 園 整 備 費 1,472,100 269,800 1,741,900 同　　　上 同　　　上 同　　　上

河 川 改 修 費 229,200 2,100 231,300 同　　　上 同　　　上 同　　　上

消防施設整備費 1,180,900 △� 55,000 1,125,900 同　　　上 同　　　上 同　　　上
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起債の目的
限　　　　　度　　　　　額

起債の方法 利　　　率 償 還 の 方 法
補正前の額 補　正　額 計

学 校 建 設 費 7,123,900 1,091,300 8,215,200

普通貸借又は	
証券発行（他	
の地方公共団	
体との共同発	
行を含む。）に	
よる。証券発	
行の場合の発	
行価格は，額	
面100円 に つ	
き98円以上と	
する。

9.0以内
（ただし，利率見直	
し方式で借り入れる	
公的資金について，	
利率の見直しを行っ	
た後においては，当	
該見直し後の利率）

起債年度から据置期	
間を含め30年以内	
に元利均等その他の	
方法により償還す	
る。ただし，融通条	
件又は財政の都合に	
より，償還年限を短	
縮し，又は借り換え	
ることができる。

せんだいメディアテーク
整 備 費 24,100 △� 5,000 19,100 同　　　上 同　　　上 同　　　上

市民センター
建 設 費 204,100 △� 29,900 174,200 同　　　上 同　　　上 同　　　上

教育振興整備費 29,300 29,300 同　　　上 同　　　上 同　　　上

庁 舎 等
災 害 復 旧 費 779,200 △� 336,100 443,100 同　　　上 同　　　上 同　　　上

水 道 事 業
出 資 金 574,100 △� 16,000 558,100 同　　　上 同　　　上 同　　　上

臨時財政対策 18,600,000 △� 765,000 17,835,000 同　　　上 同　　　上 同　　　上

減 収 補 て ん 5,314,000 5,314,000 同　　　上 同　　　上 同　　　上

猶 予 特 例 2,200,000 2,200,000 同　　　上 同　　　上 同　　　上

合 計 51,523,200 8,881,600 60,404,800
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第 3 号議案

令和 2 年度仙台市都市改造事業特別会計
補正予算（第 2号）

令和 2年度仙台市の都市改造事業特別会計補正予算（第 2号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1条　歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ121,226千円を減額し，歳入歳出予算の総額	

を歳入歳出それぞれ3,373,844千円とする。

2　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の	

金額は，「第 1表　歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費）

第 2条　地方自治法第213条第 1 項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経	

費は，「第 2表　繰越明許費」による。
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第 2表

繰　　越　　明　　許　　費

款 項 事　　　業　　　名 金　　額

1 都市改造事業費 1 蒲 生 北 部
地 区 事 業 費 蒲生北部地区土地区画整理

千円
209,477
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第 4 号議案

令和 2 年度仙台市国民健康保険事業特別会計
補正予算（第 3号）

令和 2年度仙台市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第 3号）は，次に定めるところに	

よる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ284,582千円を追加し，歳入歳出予算の総額を	

歳入歳出それぞれ90,656,831千円とする。

2　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の	

金額は，「第 1表　歳入歳出予算補正」による。
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第 5 号議案

令和 2 年度仙台市中央卸売市場事業特別会計
補正予算（第 3号）

令和 2年度仙台市の中央卸売市場事業特別会計補正予算（第 3号）は，次に定めるところに	

よる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1条　歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ25,200千円を減額し，歳入歳出予算の総額	

を歳入歳出それぞれ4,169,399千円とする。

2　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の	

金額は，「第 1表　歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費）

第 2条　地方自治法第213条第 1 項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経	

費は，「第 2表　繰越明許費」による。

（市債の補正）

第 3条　市債の補正は，「第 3表　市債補正」による。
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第 2表

繰　　越　　明　　許　　費

款 項 事　　　業　　　名 金　　額

1 中央卸売市場費 1 中央卸売市場費 汚水処理施設改築工事
千円

502,540

第 3表

市　　　債　　　補　　　正

起債の目的
限　　　　　度　　　　　額

起債の方法 利　　　率 償 還 の 方 法
補正前の額 補　正　額 計

本 場 事 業 費

千円

692,500�

千円

△� 25,200

千円

667,300

普通貸借又は	
証券発行（他	
の地方公共団	
体との共同発	
行を含む｡）に	
よる。証券発	
行の場合の発	
行価格は，額	
面100円 に つ	
き98円以上と	
する。

％
9.0以内

（ただし，利率見直	
し方式で借り入れる	
公的資金について，	
利率の見直しを行っ	
た後においては，当	
該見直し後の利率）

起債年度から据置期	
間を含め30年以内	
に元利均等その他の	
方法により償還す	
る。ただし，融通条	
件又は財政の都合に	
より，償還年限を短	
縮し，又は借り換え	
ることができる。

合 計 1,533,100 △� 25,200�� 1,507,900
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第 6 号議案

令和 2 年度仙台市公債管理特別会計
補正予算（第 1号）

令和 2年度仙台市の公債管理特別会計補正予算（第 1号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1条　歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ300,000千円を減額し，歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ115,446,496千円とする。

2　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の	

金額は，「第 1表　歳入歳出予算補正」による。
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第 7 号議案

令和 2 年度仙台市新墓園事業特別会計
補正予算（第 1号）

令和 2年度仙台市の新墓園事業特別会計補正予算（第 1号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1条　歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ39,692千円を減額し，歳入歳出予算の総額	

を歳入歳出それぞれ736,752千円とする。

2　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の	

金額は，「第 1表　歳入歳出予算補正」による。

（市債の補正）

第 2条　市債の補正は，「第 2表　市債補正」による。
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第 2表

市　　　債　　　補　　　正

起債の目的
限　　　　　度　　　　　額

起債の方法 利　　　率 償 還 の 方 法
補正前の額 補　正　額 計

墓 園 整 備 費

千円

180,000�

千円

△� 34,000

千円

146,000

普通貸借又は	
証券発行（他	
の地方公共団	
体との共同発	
行を含む｡）に	
よる。証券発	
行の場合の発	
行価格は，額	
面100円 に つ	
き98円以上と
する。

％
9.0以内

（ただし，利率見直	
し方式で借り入れる	
公的資金について，	
利率の見直しを行っ	
た後においては，当	
該見直し後の利率）

起債年度から据置期	
間を含め30年以内	
に元利均等その他の	
方法により償還す	
る。ただし，融通条	
件又は財政の都合に	
より，償還年限を短	
縮し，又は借り換え	
ることができる。

合 計 180,000� △� 34,000 146,000
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第 8 号議案

令和 2 年度仙台市介護保険事業特別会計
補正予算（第 2号）

令和 2年度仙台市の介護保険事業特別会計補正予算（第 2号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,750,312千円を追加し，歳入歳出予算の総額	

を歳入歳出それぞれ80,014,861千円とする。

2　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の	

金額は，「第 1表　歳入歳出予算補正」による。
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第 9 号議案

令和 2 年度仙台市下水道事業会計補正予算（第 1号）

（総　則）

第 1条　令和 2年度仙台市下水道事業会計の補正予算（第 1号）は，次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第 2条　令和 2年度仙台市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第 2条に定めた業務の

予定量を，次のとおり補正する。

	 （項　　目）	 （既決予定量）	 （補正予定量）	 （ 計 ）
	 	 	 （△減）
　（1）　汚 水 処 理 戸 数	 519,200戸　	 	 2,100戸　	 521,300戸　

　（4）　主 要 な 建 設 改 良 事 業

　　　　管 き ょ 建 設 費	 8,577,033千円	 △	 40,502千円	 8,536,531千円

　　　　ポ ン プ 場 建 設 費	 2,107,545千円	 △	 164,868千円	 1,942,677千円

　　　　処　理　場　建　設　費	 1,619,686千円	 	 18,238千円	 1,637,924千円

（収益的収入及び支出）

第 ３条　予算第 ３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を，次のとおり補正する。

	 （科　　目）	 （既決予定額）	 （補正予定額）	 （ 計 ）
	 	 	 （△減）

収　　　　　入
　第 1款　下 水 道 事 業 収 益 	 37,555,072千円� △�2,144,100千円� 35,410,972千円

　　第 1項　営 　 業 　 収 　 益 	 25,036,090千円	 △	1,987,100千円	 23,048,990千円

　　第 2項　営　業　外　収　益	 11,824,406千円	 △	 110,000千円	 11,714,406千円

　　第 ３項　特 　 別 　 利 　 益 	 694,576千円	 △	 47,000千円	 647,576千円

支　　　　　出
　第 1款　下 水 道 事 業 費 用 	 35,074,831千円� △�1,232,996千円� 33,841,835千円

　　第 1項　営 　 業 　 費 　 用 	 30,563,812千円	 △	 590,092千円	 29,973,720千円

　　第 2項　営　業　外　費　用	 3,483,667千円	 △	 594,904千円	 2,888,763千円

　　第 ３項　特 　 別 　 損 　 失 	 977,352千円	 △	 48,000千円	 929,352千円
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（資本的収入及び支出）

第 4条　予算第 4条本文括弧書を（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額13,378,882千

円は，当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額680,488千円，過年度分損益勘定留保

資金4,739,391円，当年度分損益勘定留保資金5,088,468千円及び減債積立金2,870,535千円で補て

んするものとする。）に改め，資本的収入及び支出の予定額を，次のとおり補正する。

	 （科　　目）	 （既決予定額）	 （補正予定額）	 （ 計 ）
	 	 	 （△減）

収　　　　　入
　第 1款　資　本　的　収　入	 19,929,278千円� △� 223,080千円� 19,706,198千円

　　第 1項　企　　　業　　　債	 15,426,100千円	 △	 302,000千円	 15,124,100千円

　　第 2項　国　庫　支　出　金	 3,453,520千円	 	 189,113千円	 3,642,633千円

　　第 3項　固定資産売却代金	 1,477千円	 △	 1,477千円	 0千円

　　第 4項　他 会 計 負 担 金 	 14,022千円	 △	 6,102千円	 7,920千円

　　第 5項　他 会 計 出 資 金 	 666,138千円	 △	 656千円	 665,482千円

　　第 7項　その他資本的収入	 361,864千円	 △	 101,958千円	 259,906千円

支　　　　　出
　第 1款　資　本　的　支　出	 33,387,412千円� △� 302,332千円� 33,085,080千円

　　第 1項　建　設　改　良　費	 13,651,891千円	 △	 223,632千円	 13,428,259千円

　　第 2項　企 業 債 償 還 金 	 19,711,264千円	 △	 78,700千円	 19,632,564千円

（債務負担行為）

第 5条　予算第 5条に定めた債務負担行為をすることができる限度額を，次のとおり補正する。

事　　　　項 期　　　間
限　　　　　度　　　　　額

既決予定額 補正予定額 計

（3）	下 水 道 建 設 事 業 令和 ３年度から
令和 6年度まで

千円
10,021,000

千円
459,000

千円
10,480,000

（企業債）

第 6条　予算第 6条に定めた企業債の限度額を，次のとおり補正する。

	 （起債の目的）	 （既決予定額）	 （補正予定額）	 （ 計 ）
	 	 	 （△減）
　（1）　公 共 下 水 道 事 業 	 8,188,800千円	 △	 273,500千円	 7,915,300千円

　（2）　農 業 集 落 排 水 事 業 	 97,800千円	 △	 28,500千円	 69,300千円
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（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第 7条　予算第 9条に定めた経費の予定額を，次のとおり補正する。

	 （科　　目）	 （既決予定額）	 （補正予定額）	 （ 計 ）

　（1）　職 　 員 　 給 　 与 　 費 	 2,188,154千円	 	 20,500千円	 2,208,654千円

（他会計からの補助金）

第 8条　予算第10条中「8,271,800千円」を「7,946,767千円」に改める。
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第 10 号議案

令和 2 年度仙台市自動車運送事業会計補正予算（第 ３号）

（総　則）

第 1条　令和 2年度仙台市自動車運送事業会計の補正予算（第 3号）は，次に定めるところによ

る。

（収益的収入及び支出）

第 2条　令和 2年度仙台市自動車運送事業会計予算（以下「予算」という。）第 3条本文中「1,800,000

千円」を「1,300,000千円」に改め，収益的収入及び支出の予定額を，次のとおり補正する。

	 （科　　目）	 （既決予定額）	 （補正予定額）	 （ 計 ）
	 	 	 （△減）

収　　　　　入
　第 1款　自動車運送事業収益	 8,674,049千円� � 252,514千円� 8,926,563千円

　　第 2項　営　業　外　収　益	 3,172,599千円	 	 252,514千円	 3,425,113千円

支　　　　　出
　第 1款　自動車運送事業費用	 11,035,678千円� △� 368,785千円� 10,666,893千円

　　第 1項　営 　 業 　 費 　 用 	 10,939,139千円	 △	 361,272千円	 10,577,867千円

　　第 2項　営　業　外　費　用 	 46,529千円	 △	 7,513千円	 39,016千円

（企業債）

第 ３条　予算第 6条に定めた企業債の限度額を，次のとおり補正する。

	 （起債の目的）	 （既決予定額）	 （補正予定額）	 （ 計 ）
	 	 	 （△減）
　（4）　特 別 減 収 対 策 企 業 債 	 1,800,000千円	 △	 500,000千円	 1,300,000千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第 4条　予算第 9条に定めた経費の予定額を，次のとおり補正する。

	 （科　　目）	 （既決予定額）	 （補正予定額）	 （ 計 ）
	 	 	 （△減）
　（1）　職 　 員 　 給 　 与 　 費 	 4,446,040千円	 △	 267,272千円	 4,178,768千円
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（他会計からの補助金）

第 5条　予算第10条に定めた一般会計からこの会計へ補助を受ける金額を，次のとおり補正する。

	 （項　　目）	 （既決予定額）	 （補正予定額）	 （ 計 ）
	 	 	 （△減）
　（6）　東西線結節駅周辺バス均一運賃制度実施事業費補助金	 127,379千円	 	 45,299千円	 172,678千円

　（8）　新型コロナウイルス感染症対策補助金	 19,380千円	 △	 11,983千円	 7,397千円

　（9）　公共交通運行継続奨励金	 94,400千円	 	 236,000千円	 330,400千円
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第 11 号議案

令和 2 年度仙台市高速鉄道事業会計補正予算（第 ３号）

（総　則）

第 1条　令和 2年度仙台市高速鉄道事業会計の補正予算（第 3号）は，次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第 2条　令和 2年度仙台市高速鉄道事業会計予算（以下「予算」という。）第 3条に定めた収益

的収入及び支出の予定額を，次のとおり補正する。

	 （科　　目）	 （既決予定額）	 （補正予定額）	 （ 計 ）
	 	 （△減）

収　　　　　入
　第 1款　高速鉄道事業収益	 19,618,125千円� � 129,655千円� 19,747,780千円

　　第 2項　営　業　外　収　益	 5,124,555千円	 	 129,344千円	 5,253,899千円

　　第 ３項　特 　 別 　 利 　 益 	 10千円	 	 311千円	 321千円

支　　　　　出
　第 1款　高速鉄道事業費用	 26,377,022千円� △� 353,958千円� 26,023,064千円

　　第 1項　営 　 業 　 費 　 用	 24,248,330千円	 △	 345,232千円	 23,903,098千円

　　第 2項　営　業　外　費　用	 2,078,682千円	 △	 8,726千円	 2,069,956千円

（債務負担行為）

第 ３条　予算第 5条に定めた債務負担行為をすることができる事項，期間及び限度額を，次のと

おり補正する。

事　　　　項
期　　　　間 限　　　　　度　　　　　額

補正前 補正後 既決予定額 補正予定額
（△減） 計

（1）	施 設 ・ 設 備
	 改 良 工 事 等

令和 ３年度から
令和 5年度まで

令和 ３年度から
令和 4年度まで

千円
2,707,000

千円
△	 668,000

千円
2,039,000

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第 4条　予算第 9条に定めた経費の予定額を，次のとおり補正する。

	 （科　　目）	 （既決予定額）	 （補正予定額）	 （ 計 ）
	 	 	 （△減）
　（1）　職 　 員 　 給 　 与 　 費	 4,325,004千円	 △	 220,232千円	 4,104,772千円
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（他会計からの補助金）

第 5条　予算第10条に定めた一般会計からこの会計へ補助を受ける金額を，次のとおり補正する。

	 （項　　目）	 （既決予定額）	 （補正予定額）	 （ 計 ）

　（6）　地下鉄均一運賃制度実施事業費補助金	 0千円	 	 129,655千円	 129,655千円
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第 12 号議案

令和 2 年度仙台市水道事業会計補正予算（第 1号）

（総　則）

第 1条　令和 2年度仙台市水道事業会計の補正予算（第 1号）は，次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第 2条　予算第 2 条に定めた業務の予定量を，次のとおり補正する。

	 （項　　目）	 （既決予定量）	 （補正予定量）	 （ 計 ）
	 	 	 （△減）
　（1）　使　用　給　水　栓　数	 470,000栓	 	 1,000栓	 471,000栓

　（2）　年　間　総　配　水　量	 118,927,000㎥	 	 508,000㎥	 119,435,000㎥

　（3）　一 日 平 均 配 水 量	 325,830㎥	 	 1,390㎥	 327,220㎥

　（4）　主 要 な 建 設 改 良 事 業

　　イ　配 水 管 整 備 事 業	 8,018,296千円	 △	1,082,000千円	 6,936,296千円

　　ロ　施　設　整　備　事　業	 4,228,247千円	 △	 469,000千円	 3,759,247千円

（収益的収入及び支出）

第 3条　予算第 3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を，次のとおり補正する。

	 （科　　目）	 （既決予定額）	 （補正予定額）	 （ 計 ）
	 	 	 （△減）

収　　　　　入
　第 1款　水 道 事 業 収 益	 30,434,587千円� △�1,757,000千円� 28,677,587千円

　　第 1項　営 　 業 　 収 　 益 	 27,164,908千円	 △	1,500,000千円	 25,664,908千円

　　第 2項　営　業　外　収　益	 3,266,967千円	 △	 257,000千円	 3,009,967千円

支　　　　　出
　第 1款　水 道 事 業 費 用	 27,869,537千円� △�1,162,607千円� 26,706,930千円

　　第 1項　営 　 業 　 費 　 用	 26,331,463千円	 △	1,176,000千円	 25,155,463千円

　　第 2項　営　業　外　費　用	 1,463,074千円	 △	 14,000千円	 1,449,074千円

　　第 3項　特 　 別 　 損 　 失	 45,000千円	 	 27,393千円	 72,393千円

（資本的収入及び支出）

第 4条　予算第 4条本文括弧書を（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額12,171,233千
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円は，当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額904,383千円及び損益勘定留保資金等

11,266,850千円で補てんするものとする。）に改め，資本的収入及び支出の予定額を，次のとお

り補正する。

	 （科　　目）	 （既決予定額）	 （補正予定額）	 （ 計 ）
	 	 	 （△減）

収　　　　　入
　第 1款　水道事業資本的収入	 5,417,193千円� △� 346,000千円� 5,071,193千円

　　第 1項　企　　　業　　　債	 3,400,000千円	 △	 400,000千円	 3,000,000千円

　　第 3項　出　　　資　　　金	 893,384千円	 △	 57,000千円	 836,384千円

　　第 4項　国　庫　補　助　金	 629,851千円	 △	 55,000千円	 574,851千円

　　第 5項　開　発　負　担　金	 273,142千円	 	 100,000千円	 373,142千円

　　第 6項　負　　　担　　　金	 189,931千円	 	 46,000千円	 235,931千円

　　第 7項　その他資本的収入	 22,854千円	 	 20,000千円	 42,854千円

支　　　　　出
　第 1款　水道事業資本的支出	 19,009,426千円� △�1,767,000千円� 17,242,426千円

　　第 1項　建　設　改　良　費	 12,710,921千円	 △	1,668,000千円	 11,042,921千円

　　第 2項　企 業 債 償 還 金	 6,298,505千円	 △	 99,000千円	 6,199,505千円

（企業債）

第 5条　予算第 6条に定めた限度額を，次のとおり補正する。

	 （起債の目的）	 （既決予定額）	 （補正予定額）	 （ 計 ）
	 	 	 （△減）
　（1）　配 水 管 整 備 事 業	 3,400,000千円	 △	 400,000千円	 3,000,000千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第 6条　予算第 9条に定めた経費の予定額を，次のとおり補正する。

	 （科　　目）	 （既決予定額）	 （補正予定額）	 （ 計 ）
	 	 	 （△減）
　（1）　職 　 員 　 給 　 与 　 費	 4,277,977千円	 △	 300,000千円	 3,977,977千円

（他会計からの補助金）

第 7条　予算第10条に定めた一般会計からこの会計へ補助を受ける金額を，次のとおり補正する。

	 （項　　目）	 （既決予定額）	 （補正予定額）	 （ 計 ）
	 	 	 （△減）
　（5）　災害復旧事業に対する補助金	 19,865千円	 △	 8,000千円	 11,865千円
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第 13 号議案

令和 2 年度仙台市ガス事業会計補正予算（第１号）

（総　　則）

第 1条　令和 2年度仙台市ガス事業会計の補正予算（第 1号）は，次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第 2条　令和 2年度仙台市ガス事業会計予算（以下「予算」という。）第 2条に定めた業務の予

定量を，次のとおり補正する。

	 （項　　目）	 （既決予定量）	 （補正予定量）	 （ 計 ）
	 	 	 （△減）
　（1）　供　　給　　戸　　数	 344,416戸	 	 390戸	 344,806戸

　　イ　一　般　ガ　ス　事　業	 342,908戸	 	 393戸	 343,301戸

　　ロ　附　　帯　　事　　業

　　　　　簡 易 ガ ス 事 業	 1,508戸	 △	 3戸	 1,505戸

　（2）　年 　 間 　 供 　 給 　 量

　　イ　一般ガス事業（45MJ/㎥）	 286,195千㎥	 △	 21,015千㎥	 265,180千㎥

　　ロ　附　　帯　　事　　業

　　　　　簡易ガス事業（100.4652MJ/㎥）	 184千㎥	 △	 2千㎥	 182千㎥

　　　　　液化天然ガス販売事業	 23,757ｔ	 △	 661ｔ	 23,096ｔ

　（３）　一 日 平 均 供 給 量

　　イ　一般ガス事業（45MJ/㎥）	 784,096㎥	 △	 57,575㎥	 726,521㎥

　　ロ　附　　帯　　事　　業

　　　　　簡易ガス事業（100.4652MJ/㎥）	 504㎥	 △	 5㎥	 499㎥

　（4）　主 要 な 建 設 改 良 事 業

　　　　供 給 設 備 整 備 事 業	 3,991,034千円	 △	 381,455千円	 3,609,579千円
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（収益的収入及び支出）

第 ３条　予算第 3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を，次のとおり補正する。

	 （科　　目）	 （既決予定額）	 （補正予定額）	 （ 計 ）
	 	 	 （△減）

収　　　　　入
　第 1款　事　　業　　収　　益	 40,772,084千円� △�6,131,200千円� 34,640,884千円

　　第 1項　製 　 品 　 売 　 上	 35,217,417千円	 △	5,453,000千円	 29,764,417千円

　　第 2項　営 　 業 　 雑 　 益 	 2,559,128千円	 △	 30,000千円	 2,529,128千円

　　第 ３項　附 帯 事 業 収 益	 2,171,164千円	 △	 649,000千円	 1,522,164千円

　　第 4項　営　業　外　収　益	 821,075千円	 	 800千円	 821,875千円

支　　　　　出
　第 1款　事　　　業　　　費	 37,021,588千円� △�5,816,109千円� 31,205,479千円

　　第 1項　営 　 業 　 費 　 用	 31,419,926千円	 △	5,374,753千円	 26,045,173千円

　　第 2項　そ の 他 営 業 費 用 	 2,432,629千円	 △	 24,000千円	 2,408,629千円

　　第 ３項　附　帯　事　業　費	 1,968,605千円	 △	 642,980千円	 1,325,625千円

　　第 4項　営　業　外　費　用	 1,148,338千円	 	 225,624千円	 1,373,962千円

（資本的収入及び支出）

第 4条　予算第 4条本文括弧書を（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額4,384,606千円

は，当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額308,101千円，過年度分損益勘定留保資

金2,355,037千円及び当年度分損益勘定留保資金1,721,468千円で補てんするものとする。）に改

め，資本的収入及び支出の予定額を，次のとおり補正する。

	 （科　　目）	 （既決予定額）	 （補正予定額）	 （ 計 ）
	 	 	 （△減）

収　　　　　入
　第 1款　資　本　的　収　入	 3,574,016千円� △� 312,094千円� 3,261,922千円

　　第 1項　企　　　業　　　債	 3,300,000千円	 △	 100,000千円	 3,200,000千円

　　第 2項　工　事　負　担　金	 274,016千円	 △	 220,207千円	 53,809千円

　　第 ３項　国　庫　補　助　金	 0千円	 	 8,113千円	 8,113千円

支　　　　　出
　第 1款　資　本　的　支　出	 8,031,983千円� △� 385,455千円� 7,646,528千円

　　第 1項　建　設　改　良　費	 4,024,856千円	 △	 385,455千円	 3,639,401千円
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（企業債）

第 5条　予算第 6条に定めた企業債の限度額を，次のとおり補正する。

	 （起債の目的）	 （既決予定額）	 （補正予定額）	 （ 計 ）
	 	 	 （△減）
　（1）　建 　 設 　 改 　 良 　 費	 3,300,000千円	 △	 100,000千円	 3,200,000千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第 6条　予算第 9条に定めた経費の予定額を，次のとおり補正する。

	 （科　　目）	 （既決予定額）	 （補正予定額）	 （ 計 ）

　（1）　職 　 員 　 給 　 与 　 費 	 3,944,680千円	 	 1,328,724千円	 5,273,404千円

（たな卸資産購入限度額）

第 7条　予算第11条中「16,100,000千円」を「10,400,000千円」に改める。
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第 14 号議案

令和 2 年度仙台市病院事業会計補正予算（第 3号）

（総　則）

第 1条　令和 2年度仙台市病院事業会計の補正予算（第 3号）は，次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第 2条　令和 2年度仙台市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第 2条に定めた業務の予

定量を，次のとおり補正する。

	 （項　　目）	 （既決予定量）	 （補正予定量）	 （ 計 ）
	 	 	 （△減）
　（2）　予 定 年 間 患 者 数

　　　　　入　　　　　　　　院	 156,000人	 △	 14,200人	 141,800人	

　　　　　外　　　　　　　　来	 222,500人	 △	 17,000人	 205,500人		

　　　　　　　　　計 	 378,500人	 △	 31,200人	 347,300人	

　（３）　予 定 1 日 平 均 患 者 数

　　　　　入　　　　　　　　院	 427人	 △	 39人	 388人	

　　　　　外　　　　　　　　来	 902人	 △	 66人	 836人			

　　　　　　　　　計 	 1,329人	 △	 105人	 1,224人		

（収益的収入及び支出）

第 ３条　予算第 ３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を，次のとおり補正する。

	 （科　　目）	 （既決予定額）	 （補正予定額）	 （ 計 ）
	 	 	 （△減）

収　　　　　入
　第 1款　病 院 事 業 収 益 	 18,097,216千円� △� 226,295千円� 17,870,921千円

　　第 1項　医 業 収 益 	 15,288,753千円	 △	 775,000千円	 14,513,753千円	

　　第 2項　医 業 外 収 益 	 2,449,819千円	 	 458,705千円	 2,908,524千円	

　　第 ３項　感 染 症 病 棟 収 益 	 79,144千円	 	 90,000千円	 169,144千円	

支　　　　　出
　第 1款　病 院 事 業 費 用 	 19,566,029千円� △� 223,000千円� 19,343,029千円

　　第 1項　医 業 費 用 	 18,659,863千円	 △	 223,000千円	 18,436,863千円	

45



（資本的収入及び支出）

第 4条　予算第 4条本文括弧書を（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額311,918千円

は，当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,738千円，過年度分損益勘定留保資金

310,180千円で補てんするものとする。）に改め，資本的収入の予定額を，次のとおり補正する。

	 （科　　目）	 （既決予定額）	 （補正予定額）	 （ 計 ）
	 	 	 （△減）

収　　　　　入
　第 1款　病院事業資本的収入	 1,188,843千円� � 0千円� 1,188,843千円

　　第 1項　企　　　業　　　債	 496,000千円	 △	 190,000千円	 306,000千円	

　　第 4項　補　　　助　　　金	 0千円	 	 190,000千円	 190,000千円

	

（企業債）

第 5条　予算第 6条に定めた企業債の限度額を，次のとおり補正する。

	 （起債の目的）	 （既決予定額）	 （補正予定額）	 （ 計 ）
	 	 	 （△減）
　（1）　建 　 設 　 改 　 良 　 費 	 496,000千円	 △	190,000千円	 306,000千円	

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第 6条　予算第 9条に定めた経費の予定額を，次のとおり補正する。

	 （科　　目）	 （既決予定額）	 （補正予定額）	 （ 計 ）
	 	 	 （△減）
　（1）　職 　 員 　 給 　 与 　 費 	 9,952,714千円	 △	100,000千円	 9,852,714千円	

（他会計からの負担金）

第 7条　予算第10条に定めた一般会計からこの会計へ負担を受ける金額を，次のとおり補正する。

	 （項　　目）	 （既決予定額）	 （補正予定額）	 （ 計 ）
	 	 	 （△減）
　（1）　運　営　費　負　担　金	 2,099,637千円	 △	 18,953千円	 2,080,684千円		

（たな卸資産購入限度額）

第 8条　予算第11条中「4,541,129千円」を「4,441,129千円」に改める。
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